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4.2.1 宮崎県 
 宮崎県では、2001年から県産農産物を対象とした「新みやざきブランド」推進対策を進
めている27。農産物のブランド化自体は、国内の他の競合産地との市場占有率の競争とい

う観点から、1991 年から「みやざきブランド」の普及活動を行ってきた。しかし、1990
年代において、輸入青果物が増加するとともに、食の品質・安全性などに関する消費者の

ニーズが多様化してきたことによって、農産地として生き残るために新たな対応を迫られ

てきたことが、「新みやざきブランド」推進の動機となっている。このブランド推進対策で

は、①安全で品質の確かな特徴ある商品づくり、②確実、安定的に供給できる信頼される

産地づくり、③取引先とのパートナーシップに基づく安定的な取引づくり、を３つの柱と

して、商品ブランド認証制度を開始している。環境保全型農産物については、「みやざきエ

コ野菜」が、「みやざき商品ブランド」の一環を形成している。 
 「みやざきエコ野菜」は、認証対象 11品種、のべ 23産地が認定されており、特別栽培
ガイドラインレベルの農薬・化学肥料使用基準28に加えて、環境循環型を重視した独自基

準を設定している。具体的には、畜産廃棄物堆肥等の良質堆肥使用の実施や、廃プラスチ

ック等の使用済み資材の回収と適正処理29の実施などが基準となっていることが特徴的で

ある。また、安全・信頼性という観点から消費者に「顔の見える」取引を進めている。「エ

コ野菜」を含めたブランド野菜全体で、量販店への直接契約について、現状の直接契約比

率 15%を当面 30%にすることを目標としている。 
 
4.2.2 高知県 
 ブランド戦略の一環として総合的な取り組みをする宮崎県に対して、高知県では、県産

農産物の付加価値付けに ISO14001（環境マネジメントシステム）への取り組みを活用し
ている。これは、「こうち農業 ISO14001 協定制度」と呼ばれるものであり、宮崎県の取
り組みが商品ブランドを対象とするものであったのに対して、高知県では生産者のブラン

ド化を行うことで、農産物や産地のブランド化への波及を図るものである。 
「こうち農業 ISO14001協定制度」は 2002年度よりスタートしたものであり、具体的
には、2000 年に ISO14001 の認証を取得した県環境保全型畑作振興センター30が、

ISO14001を実践する農家（ISO実践農家）を組織化し、管理責任者として承認登録する
ものである。個々の ISO実践農家は、直接、認証を取得する必要はない。高知県としては、
ISO14001 を実践することで、農薬や化学肥料の減量だけではなく、環境法令の遵守や廃

                                                 
27 http://www.miyazakibrand.jp/ 

28 宮崎県経済連の特別栽培農産物の認証が基準の一つ。 

29 宮崎県では、他地域に先駆けて使用済み資材のデポジット制度（預かり金払い戻し制度）を導入している。 

30 1998年の「県民のアイデア募集事業」への県民からの提案から、ISO14001認証取得の可能性の検討を開始
したもの。 
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棄物の適正処理などに関しても、PDCA（Plan→Do→Check→Act）サイクルの中で運用・
改善し、情報公開していく経営システムを農業生産の場で導入することが、「環境農業県」

としての認知・ブランド化につながると考えている。2004年 10月現在、683戸（85ha）
が ISO実践農家として登録しており、2006年度中に登録数 1,200戸（販売を目的として
野菜を栽培する 65才未満の農家の 1／3）に達することを目標としている。 
 また、高知県では、農産物のサプライチェーン全体を環境配慮という視点から付加価値

化するための「ISO チェーン構想」に取り組んでいる31。これは、生産現場だけでなく、

流通、輸送、販売の各分野において、ISO14001 の実践を行うことで、環境意識の高い消
費者に高知県の農産物を評価し、選択してもらうことを狙ったものである（図表 13参照）。
現状では、流通・輸送分野での ISO14001取得が行われたものの32、青果市場等での ISO
取得がないため、「ISOチェーン」は完成していない。しかし、ISO14001実践のサプライ
チェーンが完成すれば、環境問題への関心の高い消費者（グリーンコンシュマー）への訴

求力は強いものと考えられる33。 
 

図表１３ 高知県「ＩＳＯチェーン構想」 

（出所）高知県資料をもとに富士通総研作成 
 
 

                                                 

31 http://www.e831.jp/ 

32 2002年に、高知県園芸連（流通）と四国運輸（輸送）がそれぞれ ISOを取得している。 

33 県の農産物のうち、系統（農協を通すもの）は、県園芸連による共販となっている（ISOの農産物はまだ供
給量が少ないため区分けがなされていない）ため、選択されても生産者の見返りがないという問題がある。

また、県外への販売は系統が主となっているため、現状では県外の最終消費者に ISOの取り組みがなかなか
認知されていない状況（系統外（量販店への直接取引など）の方が、ISO表示が容易）。 

輸送業者

青果市場
高知県
園芸連

量販店ＪＡ野菜集荷場

ＩＳＯ実践農家 消費者
（業者）
（市民）

生産分野 流通分野 輸送分野 販売分野

消費者の
評価・選択ＩＳＯ14001実践のチェーン化
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4.2.3 岡山県 
 岡山県では、1988年から全国に先駆けて有機無農薬農業に取り組んできた実績を生かし、
有機 JAS規格よりさらに厳しい独自の品質基準を設けることによって、自然の生態系を重
視し、安全・安心な「おかやま有機無農薬農産物」ブランドをアピールしている34。岡山

県の基準は、JAS規格で認められている一部の農薬・化学肥料の使用についても一切認め
ない厳格なものである。このため、「おかやま有機無農薬農産物」認定を受けた農産物には、

有機 JASマークに加えて、さらに高品質を示す岡山県の独自マークが貼付されている。有
機 JASと「おかやま有機無農薬農産物」の認定は、同じ認定機関（（社）岡山県農業開発
研究所）にて同一の書式にて行うことができる。有機 JAS認定者の大半が「おかやま有機
無農薬農産物」認定を受けている。また、岡山県では、多くの県で行われている特別栽培

レベルの表示制度を導入しておらず、高付加価値な有機農産物に特化したブランド戦略を

とっているといえる。 
 岡山県では、有機無農薬農産物の生産を促進するために、「おかやま有機無農薬農産物」

の生産集団等に対して、除草機や生産安定施設、土づくり資材、認定手数料、講習・研修

会参加費用などの費用の半額助成を行っている。また、2004 年 9 月には、生産集団・生
産者で組織する「おかやま有機無農薬農業連絡協議会」を発足させ、技術・販売などの情

報交流を進め、産地拡大と販路開拓に取り組んでいる。2005 年 2 月末現在、認定生産集
団は 31、農家戸数は 257戸あり、栽培面積は 85ha、計画生産量は 1,294トンとなってい
る。栽培面積及び生産規模は年々増加しており、2008年度には生産量が 1,500トンに達す
ることを目標としている。有機農産物が全体の農産物に占めるシェアは生産量ベースで

0.38%程度であるが、全国平均 0.16%を大きく超えている。また、販路拡大については、
有機フェア等を通じたＰＲを行うとともに、県が指定している「おかやま有機無農薬農産

物」の取扱店が 2005年 1月現在、101店（県内 79店、県外 22店）に増加しており、生
産・消費両面での取り組みが進められている。 
 
 以上紹介してきた先行事例について整理すると、それぞれの地域性に応じた動機付けが

なされているといえよう。すなわち、滋賀県の場合は、琵琶湖を有することによる県民の

環境意識の高さが、直接支払制度導入の底流にあるといえる。一方、宮崎県や高知県、岡

山県の場合は、そもそも農産物の（他県への）輸出県であるという特性から、県内農業生

き残りのための付加価値付けに環境対応を軸としたブランド強化を図っているということ

であり、強い危機感に基づいている。そのような意味では、国レベルでの環境保全型農業

の取り組みにスピード感が欠けている現状は、環境保全意識あるいは農業生き残りのため

の危機感がこれら先行地域より乏しいことを反映したものという見方もできよう。 

                                                 

34 http://www.pref.okayama.jp/norin/seisan/yuuki/ 
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5 環境保全型農業推進に向けた政策的対応 
 
これまで述べてきたとおり、産業としての農業の競争力向上と地域の持続可能な発展の

両立を図るためには、高付加価値な環境保全型農業を推進することが不可欠である。以下

では、我が国が環境保全型農業を推進していくための具体的な政策的対応として、①政策

目標の設定、②付加価値を重視した生産体制のあり方、③付加価値を重視した直接支払制

度の導入、について述べることとする。 
 
5.1 政策目標の設定 
 環境保全型農業を推進するためには、まず、政策目標の設定が必要である。具体的には、

環境保全型農業普及の道筋を明確にしたうえで、数値目標を設定することが望まれる。 
 前述したように、環境保全型農業は、「土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等によ

る環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」とされているが、化学肥料や農薬の使用等の

具体的な目標や、その目標達成のための道筋が示されているわけではない。特別栽培は一

つの基準になってはいるが政策目標ではなく、特別栽培基準を満たさないものでも、多少

なりとも環境負荷の軽減に配慮していれば、環境保全型農業とされている。また、有機農

業については、有機農産物の JASが規格化されているものの、明確な普及政策として位置
付けられていない。 
 環境保全型農業の普及にあたっては、環境保全型農業の最終的な目標として、有機農業

の実施を位置付けたうえで、地域の実情に照らしながら、化学肥料や農薬の使用を極力減

らしていくという道筋を明確に提示すべきである（図表 14参照35）。さらには、従来の農

薬、化学肥料、土づくりに加えて、農産物生産に係わる総合的な環境保全性を、環境保全

型農業の付加価値として考慮することも望まれる。具体的には、農業廃棄物の適正処理や、

家畜排せつ物のたい肥化・エネルギー利用を含めた地域の資源循環への寄与や、輸送距離

の短縮等による環境負荷の削減効果などが考えられる。 
 具体的な数値目標の設定については、作付面積に占める環境保全型農産物の栽培農地面

積の比率が適用しやすい。図表 15 は、有機栽培、特別栽培、環境保全型農業の３種類に
ついてそれぞれ 2010 年度の栽培農地面積比率の数値目標を設定した例を示したものであ
る。ケース①は、有機栽培をEUの 2002年度レベル、特別栽培を滋賀県の 2010年度（水
稲）目標レベル、環境保全型農業は、2001年度実績における特別栽培との比（特別栽培の
約 3.2 倍）が同程度となるレベルに設定した。ケース②は、有機栽培をスイスの 2002 年
度レベルとし、特別栽培 50%、環境保全型農業 90%以上というように、ほとんどの農地で
何らかの環境保全に配慮した生産方式がとられているというケースとした（5.3に後述）。 

                                                 
35 図表 14では、便宜上、「環境保全型農業」の範囲を農薬及び化学肥料の両者とも削減しているが、無農薬・
減農薬のみ、あるいは無化学肥料・減化学肥料のみの場合も、環境保全型農業とされることが多い。 
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図表１４ 環境保全型農業普及の道筋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）富士通総研作成 

（注）農薬使用削減がなく化学肥料使用を地域の慣行の 50%以上削減した場合や、化学肥料使用削減がなく
農薬使用を地域の慣行の 50%以上削減した場合も、環境保全型農業に含めることがある。 

 

図表１５ 数値目標設定の例 

（出所）富士通総研作成 
 
 
5.2 付加価値を重視した生産体制のあり方 
 高付加価値な環境保全型農業を推進するための生産体制を考えれば、大規模な集約型農

業と小規模な地場密着型農業の両方向に収斂することが望ましいであろう（図表 16参照）。 
大規模集約型農業については、経営効率化による競争力向上、地域産業の活性化、さら

には水系・集落単位での環境保全型農業に移行することによる環境面でのメリットがある。

一方、小規模地場密着型農業では、副業的経営によって、広く地域社会での農業関与者を

増やし、コミュニティ形成への寄与が期待できるとともに、地域循環・需要地近接型の農

産物を供給することによる環境負荷削減のメリットが考えられる。 

無使用
地域の慣行の
50%以上縮減

地域の慣行の
50%未満縮減

慣行どおり

無使用 無農薬栽培

地域の慣行の
50%以上縮減

減農薬栽培

地域の慣行の
50%未満縮減

慣行どおり 無化学肥料栽培 減化学肥料栽培

農
薬
の
使
用

化学肥料の使用

有機栽培

　特別栽培

　環境保全型農業

2001

ケース① ケース②

特別：滋賀目標（水稲）ﾚﾍﾞﾙ

有機：ＥＵ2002ﾚﾍﾞﾙ 有機：スイス2002ﾚﾍﾞﾙ

環境保全型農業 16.1% 65% 　　90%以上

特別栽培   5.1% 20% 50%

有機栽培       0.6%以下   3% 10%

2010

実績
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図表１６ 付加価値を重視した生産体制のあり方 

（出所）富士通総研作成 
 
 
 専業農家は、耕作放棄地等の土地を取得したり、兼業・零細農家からの生産委託を受け

たりしながら、規模を拡大していくことが望まれる。また、兼業・零細農家の一部は、自

ら規模を拡大して大規模集約型を目指す可能性はあるものの、農業を継続して営もうとす

る場合の多くは地場に密着した農業を志向することとなろう。 
 大規模集約による経営効率化は、農政改革の中心議題である。しかし、単純な規模拡大・

経営効率化路線だけでは、我が国農業の競争力強化につながりにくいことは、3 章ですで
に指摘したとおりである。高付加価値化という観点から環境保全型農業推進を念頭に入れ

て、既存農家の集約を図るためには、現在検討中の「担い手」支援策に、環境保全型農業

の実施を認定要件化することが不可欠である。農家の集約について目標を設定することも

考えられよう。その際には、地域の環境保全との調和という観点から、水系・集落単位で

目標を設定し、達成状況を判断することが望まれる。 
 大規模集約を促す方策として新規参入の活用も重要課題である。図表 17 に例を示した
ように、これまでも多くの企業が農業分野の新規参入を行ってきた。最近では、全くの異

業種よりも、食品・外食産業など農産物との関連が強い業種がサプライチェーン管理の一

環として、参入を図るケースが目立っている。特に、これらの食品関連産業では、自社商

品に有機・減農薬農産物を使用するためにその安定した調達を目的とする傾向があり、環

境保全型農業の推進に寄与しているといえよう。 
 

経営効率化

地域産業の活性化

水系・集落単位での環境保全型農業
への移行

経営効率化

地域産業の活性化

水系・集落単位での環境保全型農業
への移行

兼業・
零細農家

専業農家

農地集約

規模拡大

耕作放棄地
の整理

大規模集約型農業

生産委託

異業種参入

中規模農業

小規模地場密着型農業

規模拡大

副業的経営

社会参加・コミュニティ形成

地域循環・需要地近接による環境負
荷削減

副業的経営

社会参加・コミュニティ形成

地域循環・需要地近接による環境負
荷削減

経済、社会、環境面の付加価値の評価
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図表１７ 民間企業による新規参入の例 

（出所）各種資料より富士通総研作成 
 
 
新規参入の要件緩和については、株式会社や NPO 法人への農地リース方式が 2003 年
からの構造改革特区で実施されているが、農地法が改正されれば、2005年中にも全国展開
される見込みであり、新規参入が活発化するものと思われる。ただし、要件緩和さえすれ

ば、新規参入が進み、農業の活性化が進むというほど単純なものではない。これまでも農

業分野への参入を図った民間企業が、採算に合わないため数年後に撤退するという例があ

った36。地域の持続可能性という観点からは安易な参入・撤退は極力回避されるべきであ

り、新規参入側にも運営ノウハウの獲得と長期的視野での投資判断が求められる。また、

農地リース方式の全国展開においては、農地の集積と長期利用を容易にするような使い勝

手の良い制度設計が望まれる。 

                                                 
36 例えば、ＪＴ（1998年 6月参入、2003年 6月撤退）は、独自種苗による青果物流通（契約農家 1000戸）
を行ったが、市況悪化により撤退。オムロン（1999年 5月参入、2002年 3月撤退）は高糖度トマト生産の
ために北海道に 7.1haのガラス温室を建設したが、想定を大きく下回る収穫が続き、経営が悪化したことか
ら撤退（施設は他の農業生産法人が継承し、その後黒字に転換）。ユニクロ（2002年 10月参入、2004年 6
月撤退）は、青果物の店舗・ネット販売（契約農家 600戸）を行ったが、需給調整・在庫管理の問題から採
算が合わず撤退。 

企業名 開始年 業態 品目など 売上規模 環境配慮 運営形態

カゴメ 1998 販売 トマト 24億円 減農薬

伊藤園 茶産地育成事業 指導

キューピー 1998
生産・販売・施設
販売

サラダ菜など水耕栽培 2億円 無農薬

キリンビール 2000 生産・販売 じゃがいも・種いも 4.3億円
子会社
（ジャパンポテト）

キューサイ 1998 生産・自社使用 ケール（青汁原料） 不明
子会社
（キューサイファーム3社）

メルシャン 2003 生産・自社使用 ワイン用ぶどう栽培 不明
農業生産法人
（ラ・ヴィーニュ）

サイゼリヤ 2000 生産・店舗使用 レタスなど 不明
子会社
（白河高原農場）

ワタミフードサービ
ス

2002
生産・店舗使用・
販売

野菜・酪農 不明 有機
子会社
（ワタミファーム）

モスフード 2003 販売 青果インターネット直販 1千万円 減農薬
インターネットサイト
「モス畑」

モンテローザ 2004 生産・店舗使用 サラダ用野菜 有機
子会社
（モンテローザファーム）

ＪＦＥスチール 1984 生産・販売 レタスなど水耕栽培 2億円 無農薬
子会社
（ＪＦＥライフ）

セコム 1989 生産・販売 ハーブ 1億円 無農薬
子会社
（セコム工業）

カネボウ 1995 生産・販売 シイタケ原木 70億円
子会社
（カネボウアグリテック）

プロミス 1997 生産・販売 水耕栽培・ほ場 不明 無農薬
農業生産法人
（神内ファーム２１）

トヨタ 1999 生産・販売 花卉生産販売 4億円
子会社
（トヨタフローリテック）

三洋電機 2004 生産・販売 レタスなど水耕栽培 無農薬 子会社
（三洋アグリカルチャー）

パソナ 2005 生産・販売 稲・野菜など水耕栽培 無農薬 就農支援・人材派遣

参入業種

異業種

関連業種

食品
産業

外食
産業
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 一方、小規模地場密着型農業を推進するためには、流通サイドから地場密着型の農産物

に対する需要を促す方策として、①直売所の活用や、②地場農産物のフードマイルズ及び

地域循環性の価値の積極的評価が重要と考えられる。直売所は、生産者が直接消費者に販

売することができる地産地消の流通・販売ルートとして注目されている。直売によって生

産者と消費者がお互いに信頼を深めることで、生産者にとっては働きがいにつながり37、

消費者にとっては新鮮かつ安全・安心な農産物の確保ができるなど、地域の小規模農業の

活性化に寄与することが期待されている。 
 直売所には、朝市など生産者組織で運営される直売施設（ファーマーズ・マーケット）

と、地域農業の振興を目的に国や地方自治体等の補助を受けて建設された交流施設に分類

することができる。交流施設は、地場農産物の直売に加えて、加工品販売、飲食、温泉、

宿泊などの多様な機能を併せ持つものも多く38、消費者の来訪が増え、滞在時間が増える

ことは地場農産物へのアクセス拡大にもつながる。しかしながら、交流施設のほとんどは

第三セクターであり、経営状況が芳しくないところも多く、経営ノウハウが求められる。 
 交流施設の成功例の一つに熊本県山鹿市（旧鹿本町39）の「水辺プラザかもと」がある。

1999年に第三セクターとしてオープンしたこの施設は、当初の年間来場者数見込みが 36
万人に対して、2003年度実績で来場者数が 96万人40、売上高も 8.4億円となっている。
水辺プラザの特徴の一つは、直売所、レストラン、宿泊施設、温泉に加えて、有機 JAS認
証を取得した農園を設置していることである。この農園では、栽培体験（及び収穫物によ

るパンなどの手作り体験）のイベントも行われており、消費者に農業に携わる楽しみと有

機栽培に対する理解を得ることが狙いとなっている。また、旧鹿本町内の少量多品種農家

による出荷が中心となっているうえ、旧鹿本町独自の「自然にやさしい農産物」認証制度

によって、直売所で売られる農産物にのみ、この独自認証表示をすることで、差別化が図

られている。これまでのところ、有機農業を軸としながら、生産者、消費者双方が価値を

見出すことのできる交流施設として運営されているといえよう。 
 地場密着型農業のもう一つの推進策として、地場農産物の価値について、フードマイル

ズ（農産物輸送に伴う環境負荷）や、自然エネルギーの活用・地域畜産業との連携などに

よる地域循環性を積極的に評価することが望まれる。例えば、農産物に輸送距離や輸送方

法による環境負荷（CO2排出量など）の違いを明示することによって、地場農産物の総合

的な環境配慮度の高さをアピールすることが可能である。さらに、フードマイルズや地域

                                                 
37 直売所では生産者は自分の決めた値段で売ることができ、消費者ニーズに合わせた農産物を提供することが
売上に反映される等のことから、高齢者や女性による零細兼業でも、創意工夫によって利益を得ることがで

きることなどが働きがいにつながるとされている。 

38 近年では、国土交通省の「道の駅」登録を受けるものも増えている。 

39 2005年 1月 15日に合併。 

40 レジ等での集計ベースのため、同伴者を含めた来場者数は 200万人を超えていると予想されている。 
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循環性などを基準に、地場産品・環境保全型農産物の優先購入（グリーン購入）を促すこ

とによって、需要を喚起する方策も考えられよう。農産物のグリーン購入については、学

校・病院などの公的セクターのほか、環境負荷低減をアピールしたい企業による購入も考

えられる。 
 
5.3 付加価値を重視した直接支払制度の検討 
 前述したように、欧州や韓国では環境保全型農業の促進策として直接支払制度を導入し

ている。我が国でも滋賀県が独自の直接支払い制度を導入し、これまでのところ環境保全

型農業の普及に対する有効性が示されている。 
例えば、特別栽培及び有機栽培の農地面積拡大のために 5.1 で例示した 2010 年の数値
目標を設定し、滋賀県並みの直接支払を全国レベルで実施した場合の支出規模について簡

単に算出すると図表 18 のとおりとなる。直接支払は、特別栽培及び有機栽培の実績に対
して栽培面積に応じて行われるものとし、特別栽培の直接支払単価を滋賀県の交付単価と

同レベル、有機栽培の単価を特別栽培の 60%程度41とした。また、農地面積の減少率を

0.27%（農林水産省の楽観ケース）とし、水稲農地については大規模化進展を考慮し、3ha
超の水稲農地面積比率が2003年の37%から2010年には50%になることを想定した。2004
年の特別栽培面積比率を 8%、有機栽培面積比率を 0.5%として、2010 年の目標（ケース
１(特別栽培 20％、有機栽培 3%)、ケース２(特別栽培 50％、有機栽培 10%)）に到達する
ように栽培面積が直線的に増加するとした場合、2010年における直接支払総額は、ケース
１で 1,500億円程度、ケース２で 3,900億円程度と算出できる。本試算は、滋賀県の例を
単純に適用しただけであり、地域による農産物の違いや取組農家の経営実態、環境保全型

農業に要する費用の違いなどは考慮していないが、直接支払総額のおおよその規模を把握

することはできよう。 
 2004年度の農業関連予算が約 3兆円であり、そのうち公共事業費が約 1.4兆円を占めて
いる状況を考えれば、以上の試算による直接支払額は数％の支出規模であり、予算の柔軟

な組替えができれば、決して対応困難ではないと思われる。農政改革の議論において導入

が検討されている日本型直接支払制度に、環境への配慮がどの程度要件化されるか不透明

であるが、特別栽培、さらには有機栽培といった高付加価値な環境配慮型農業を支援する

という視点での検討が望まれる。また、日本型直接支払制度の対象を集約型の「担い手」

に限定する方針となっているが、高付加価値農業の支援ということからすれば、小規模生

産者に対しても、環境保全型農業実施に対する直接支払の適用を検討すべきであろう42, 43。 

                                                 
41 兵庫県丹波市（旧市島町）の直接支払制度の例に準拠。 

42 「基本計画」原案では、小規模生産者・兼業農家に対しても、集落を基礎とした営農組織に参画することに
よって、「担い手」の一員として直接支払の対象となることができるが、営農組織への参画を条件にするこ

となく、環境保全型農業実施に対する助成が望まれる。 
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図表１８ 直接支払総額の試算 

①前提条件 
 特別栽培 有機栽培 

3ha以下分 5,000円 8,000円
水稲 
3ha超分 2,500円 4,000円
施設栽培のアスパラガス、トマト、ミニ

トマト、きゅうり、メロン、いちご 
30,000円 50,000円

野菜 
露地野菜、上記以外の施設栽培野菜 5,000円 8,000円

ぶどう、なし、もも 30,000円 50,000円
果樹 

その他 10,000円 16,000円

直接支払単価 

（円/10a） 

茶 10,000円 16,000円

農地面積減少率 0.27%/年 

大規模化進展の考慮 3ha超の水稲農地面積比率2003年 37%→2010年 50% 

②直接支払総額 

（出所）富士通総研作成 
 
 
 以上、環境保全型農業を推進するための政策的対応のあり方について述べてきた。この

他、我が国が遅れている分野としては、専門研究機関の組織化であり、環境保全型農業分

野に特化し、生産から流通・販売に至るまでの技術及び経営・政策研究が融合的に行われ

る体制作りが求められよう。 
最後に、政策的対応を考えるにあたって最も重要な点は、我が国として環境保全型農業

を農政全体の中でどのように位置付けるのかということである。環境保全をリスク管理の

ために必要最低限の基準として位置付ける考え方と、農業及び農産物が社会に提供する付

加価値として位置付ける考え方に分けるとすれば、「基本計画」原案で示された方向性は、

前者の色合いが濃いようである。しかしながら、我が国農業の競争力向上を考えた場合、

農産物の高付加価値化を図る以外ない。農産物の品質のうち、自然環境への配慮がなされ、

安全かつ安心であることは、国内だけでなく国際市場においても重要な要素であり、競争

                                                                                                                                               

43 小規模生産者に対する環境直接支払については、環境配慮要件が緩やかであると、バラマキ型助成の復活に
つながってしまうことには留意する必要がある。この点からも、環境配慮要件の厳格化が求められる。 

特別 有機 特別 有機

ケース１ 20% 3% 783 938 1,089 1,235 1,377 1,515

ケース２ 50% 10% 1,207 1,775 2,327 2,864 3,387 3,894
8% 0.5%

2004（推定） 2010（目標）

農地面積比率 直接支払総額（億円）

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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力の基本的要素ともいえる。さらに、環境保全型農業の実施に伴って地域に及ぼされる経

済、社会、環境面での副次的な効果をも勘案すれば、環境保全型農業を我が国農業の主軸

に置いたうえで、いかに競争力のある農業への再生を図るかという議論こそ、今まさに必

要である。 
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付注：食に関する消費者意識のコンジョイント分析の概要 
 
 コンジョイント分析とは、Luce and Turkey（1964）によって理論構築が行われ、Green 
and Wind (1973)によって多属性モデルが開発され、評価対象財の様々な属性別に人々の
選好結果から財の価値（効用）を評価する手法である。現在では、計量心理学、マーケテ

ィング、環境経済学などの分野で用いられている。コンジョイント分析には、いろいろな

手法があるが、Ⅰ章で紹介した「食に関する消費者意識調査」（図表１及び図表２参照）で

は、消費者個々の属性別の選好を推定することまで考慮し、商品プロファイル（後述）を

回答者に示してその商品がどのくらい好ましいかをたずねて評価を行う「完全プロファイ

ル評定型コンジョイント」を用いた44。 
 コンジョイント分析では、プロファイル（profile）と呼ばれるカードが一般的に用いら
れる。プロファイルとは、一連の属性によって構成される属性の束のことであり、具体的

には多属性によって構成される特定の商品に相当する。この調査では、米、たまねぎ、豚

肉について、共通の属性、「産地」、「品質」、「生産履歴」、「価格」を設定し、この 4 種類
の属性の相対的重要度と、属性内の各水準の効用値などを分析した。産地の水準について

は、近郊、その他国産、輸入（米の場合はカリフォルニア米に限定）を共通とし、米と豚

肉には特定ブランド産地（米の場合は新潟産コシヒカリに限定）を設定した。品質の水準

については、米とたまねぎは、有機、特別栽培、その他環境配慮、環境配慮なしの４種類

とし、豚肉は、特別栽培を除いた３種類とした。また、生産履歴の水準は、履歴追跡可能、

生産者名表示、履歴なしの３種類を共通とし、価格の水準は、各農産物の販売価格を考慮

して、それぞれ４種類を設定した。例えば、図表 19 のような属性とプロファイルの水準
によって構成される米を想定することができる。 
 

図表１９ 属性とプロファイルの水準の例 

 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）富士通総研作成 

                                                 

44 近年は、複数のプロファイルの中から最も好ましいプロファイルを選択する選択型コンジョイントが、限界
支払意思額の算出などに用いられている。 

部分価値 全体価値

価格
2,500円/5kg
の価値

近郊

有機

生産者名表示
あり

2,500円/5kg

近郊の価値

有機の価値

生産者名表示
の価値

産地

米のプロファイル

水準

米の価値

品質

生産履歴

属性
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 調査は、2004年 7月 1日～7日の間、日経リサーチ社インターネットモニター（全国の
20才以上の男女個人）を対象にWebアンケートによって行われた。それぞれの有効回答
数は、米が 1,553、たまねぎが 1,512、豚肉が 1,484 であった。回答者の構成は品目によ
って多少の違いがあるが、性別では女性が 63～64％（男性が 36～37%）と多く、年齢別
では 30代（37～39%）が最も多く、20代（21～24%）と 40代（20%～22%）が同程度
であり、これらの世代で全体の 8割強を占めていた。 
アンケートの設問は、全ての属性を用いて水準の組み合わせを作成し、それを１枚のプ

ロファイルカードとして回答者に提示し、購入したい度合いを５段階の評定尺度（「購入し

たくない」「あまり購入したくない」「どちらともいえない」「購入したい」「是非購入した

い」）にて評価させる方式をとっている。カードの作成にあたっては、全ての組み合わせに

すると、米が 192通り、たまねぎ及び豚肉が 144通りとなり、回答の負荷が大きくなりす
ぎるため、直交配列表を用いて一部の組み合わせ（各 18 通り）を抜き出し、使用した。
プロファイルカードによる質問形式の例は図表 20の通りであり、回答者は、Web上で 18
枚のカードのそれぞれに購入したい度合いを入力していくことになる。 
 

図表２０ プロファイルカードによる質問形式の例 

産地 カリフォルニア米 

品質 特別栽培 

生産履歴 なし 

価格（円/5kg） 3,500 

購入したくない 
あまり 

購入したくない 
どちらともいえない 購入したい 是非購入したい 

1  2  3  4  5  

（出所）富士通総研作成 
 
 
  直交配列表の自動作成及び分析は、SPSS Conjoint を用いた。各属性の水準ごとの部
分効用値の推定には離散モデルを採用し、最小二乗法によって算出している。i番目の属性

について最も部分効用値の大きい水準における部分効用値をX max i 、部分効用値の最小

値をX min iとすると、相対的重要度 I iは、以下の式で表される（ｎは属性の数）。 

n 
I i = (X max i ―X min i )／Σ(X max i ―X min i ) 

i =1 

 また、各属性の水準を任意に組み合わせたときの全効用値は、選択した水準の部分効用
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値の和に定数を加えたものとして算出できる（本文図表２前出）。定数は、米が 2.650、た
まねぎが 2.750、豚肉が 2.804であった。例えば、米の場合、「新潟産コシヒカリ」（効用
0.734）、「有機」（効用 0.195）、「履歴追跡可能」（効用 0.117）「1,500円/5kg」（効用 0.280）
において、最も高い全効用値 3.976を示す。このように、アンケートにない水準の組み合
わせであっても、水準の部分効用値（部分価値）を仮想的に組み合わせることで全効用値

（全体価値）の算出・比較が可能となる45。 

                                                 
45 本研究は、消費者の属性（性別、年齢、年収、家族構成、購入頻度・場所など）による選好の違いなどを詳
細に分析したものとして、生田・濱崎の共同研究にてレポート準備中。 
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